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日頃は、紀の川市政にご理解ご協力を賜り誠にありがとうございます。 

下記のとおり、令和元年第 4 回紀の川市議会定例会を開催いたします。 

 

                          記 

① 令和元年第 4 回紀の川市議会定例会会期予定表 

② 令和年第 4 回紀の川市議会一般質問一覧 

③ 令和元年第 4 回紀の川市議会提出予定案件一覧 

④ 令和元年度紀の川市各会計補正予算資料（令和元年第 4 回定例会） 

 

 

※   全 ９ 枚 （このページを含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

和歌山県・紀の川市 

令和元年第 4 回紀の川市議会定例会の開催について 

 

 

 

【本件に関する問い合わせ先】 

和歌山県 紀の川市役所 秘書広報課   担当：森岡・岩橋 

TEL：0736-77-3512 FAX：0736-77-4910  



招　集:会　期: 19191919 日間月日 曜日 会議の別 議　　　　　事開会会議録署名議員の指名会期の決定諸般の報告議会運営委員会・各常任委員の選任議案上程（提案理由説明、議案審議）3日 火 休　会4日 水 本会議 一般質問5日 木 本会議 一般質問本会議 議案審議、委員会付託委員会 予算決算常任委員会7日 土 休　日8日 日 休　日9日 月 休　会 総務文教常任委員会予算決算常任委員会（総務文教分科会）厚生常任委員会予算決算常任委員会（厚生分科会）産業建設常任委員会予算決算常任委員会（産業建設分科会）13日 金 休　会14日 土 休　日15日 日 休　日16日 月 休　会 予算決算常任委員会（分科会長報告・質疑・採決）18日 水 休　会19日 木 休　会20日 金 本会議 委員長報告、議案審議、採決、閉会

2日 月 本会議
令和元年第４回紀の川市議会定例会会期予定表令和元年第４回紀の川市議会定例会会期予定表令和元年第４回紀の川市議会定例会会期予定表令和元年第４回紀の川市議会定例会会期予定表令和元年12月2日備　　考

6日 金10日 火 委員会11日 水木12日 委員会委員会
17日 火 委員会



1 太田加寿也 ①防災重点のため池への対策と、ため池ハザードマップの活用について（一問一答方式）②学校教育の充実と施設の改修について（一問一答方式）2 舩木孝明 ①本市の空家・管理されていない空家の対策は（一問一答方式）3 仲谷妙子 ①子育て支援について（分割質問方式）4 中村まき ①本に親しむ環境づくりのために（一問一答方式）5 上野宗彦 ①市管理の遊休地にドッグランの設置はどうか（一問一答方式）6 石井　仁 ①いつでも快適な学校トイレに（一問一答方式）7 並松八重 ①ひきこもり相談支援の体制づくりを（一問一答方式）8 門眞一郎 ①耕作放棄地の適正な管理にむけて（一問一答方式）9 高田英亮 ①県道、市道の交通渋滞の解消と安全対策について（分割質問方式）
12月5日(木曜日)

12月4日(水曜日)

令和元年第4回定例会　一般質問【通告順】NO 質問通告議　　員 発　言　事　項 質問日
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令和元年第４回紀の川市議会定例会 

提出予定案件一覧 

 

 

報告第６号 専決処分の承認を求めることについて 

（紀の川市行政ネットワーク基本システム構築機器の取得価格の変更について） 

消費税率の改定に伴い、取得価格を変更する必要が生じたが、緊急を要するた

め議会を招集する時間的余裕がないので、地方自治法第１７９条第１項の規定に

より専決処分する。           【専決年月日：令和元年１０月１日】 

 

報告第７号 専決処分の承認を求めることについて 

（紀の川市防災行政無線デジタル化工事の契約金額の変更について） 

消費税率の改定に伴い、契約金額を変更する必要が生じたが、緊急を要するた

め議会を招集する時間的余裕がないので、地方自治法第１７９条第１項の規定に

より専決処分する。           【専決年月日：令和元年１０月１日】 

 

議案第１２５号 教育委員会委員の任命について 

紀の川市教育委員会委員が、令和２年１月２７日任期満了となるため、下記の 

者を任命したいから地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規

定により、議会の同意を求める。 

 

記 

 

住 所   紀の川市貴志川町前田 

氏 名   中西 啓子  【再任】 

    

議案第１２６号 紀の川市学校給食費徴収条例の制定について 

    小学校及び中学校における学校給食費の公会計化に伴い、必要な事項を定める 

ため。 

  

議案第１２７号 紀の川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定

について 

    紀の川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるた 

め。 

 

議案第１２８号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関

係条例の整理に関する条例の制定について 
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    地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律（平成２９年法律第２９号）

が令和２年４月１日から施行されること等に伴い、関係条例を整理するため。 

 

議案第１２９号 紀の川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定に

ついて 

    令和元年８月７日の人事院勧告に基づき、令和元年１０月１１日に閣議決定さ 

れたことについて関係条例の一部を改正する。 

 

議案第１３０号 紀の川市下水道事業の設置等に関する条例の制定について 

    下水道事業に地方公営企業法第２条第２項に規定する財務規定等を適用するこ 

とに伴い、必要な事項を定めるため。 

 

議案第１３１号 紀の川市河北河南水道事業給水条例の一部改正について 

    水道水の安定的供給及び水道事業の健全な運営を図るために水道料金の改定を 

行うこと等に伴い、所要の改正を行うため。 

 

議案第１３２号 紀の川市国民健康保険直営診療施設の使用料及び手数料に関する条

例の一部改正について 

    紀の川市国民健康保険直営診療施設の診断書等の手数料の見直し等に伴い、所 

要の改正を行うため。 

 

議案第１３３号 紀の川市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 

    災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律（令和元年法律第２７ 

号）及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令及び東日本大震災に対処するた 

めの特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関す 

る政令の一部を改正する政令（令和元年政令第６１号）が施行されたことに伴

い、 

条例の一部を改正するため。 

 

議案第１３４号 紀の川市営住宅条例の一部改正について 

    公営住宅法施行規則及び地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整 

備等に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令（平成２９年国土交通省 

令第４７号）が公布され、公営住宅法施行規則の一部改正が施行されたこと等に 

伴い、条例の一部を改正するため。 

 

議案第１３５号 紀の川市附属機関の設置等に関する条例の一部改正について 

    紀の川市指定管理者選定委員会を設置するため。 
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議案第１３６号 令和元年度紀の川市一般会計補正予算（第３号）について 

（ 別 添 資 料 １ ） 

 

議案第１３７号 令和元年度紀の川市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第

２号）について 

（ 別 添 資 料 １ ） 

 

議案第１３８号 令和元年度紀の川市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第２ 

号）について 

      （ 別 添 資 料 １ ） 

 

議案第１３９号 令和元年度紀の川市介護保険事業勘定特別会計補正予算（第２号）

について   （ 別 添 資 料 １ ） 

 

議案第１４０号 令和元年度紀の川市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて    （ 別 添 資 料 １ ） 

 

議案第１４１号 令和元年度紀の川市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）

について   （ 別 添 資 料 １ ） 

 

議案第１４２号 令和元年度紀の川市水道事業会計補正予算（第２号）について 

（ 別 添 資 料 １ ） 

 

議案第１４３号 令和元年度紀の川市工業用水道事業会計補正予算（第２号）につい

て 

（ 別 添 資 料 １ ） 

 

議案第１４４号 指定管理者の指定について 

    紀の川市観光交流拠点の指定管理者を指定したいため。 

 

議案第１４５号 紀の川市道路線の認定について 

寄附により取得した開発道路を紀の川市道路線として認定するため。 

整理 

番号 
路 線 名 

起       点 重要な

経過地 終       点 

１ 東国分宮毛団地線 
紀の川市東国分７４２番８地先  

紀の川市東国分７４２番１０地先 
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２ 尾崎団地線 
紀の川市尾崎８７番１地先  

紀の川市尾崎８７番１５地先 

３ 城ノ本団地３号線 
紀の川市打田２４番１０地先  

紀の川市打田２６番２地先 

４ 黒土赤岸団地線 
紀の川市黒土２７４番５地先  

紀の川市黒土２７４番７地先 

５ 下井阪西垣内団地線 
紀の川市下井阪７番８地先  

紀の川市下井阪７番６地先 

６ 西大井波分団地線 

紀の川市西大井１３７番７地先  

紀の川市西大井１３７番２地先 

７ 西２８５号線 
紀の川市貴志川町岸宮１５５番地先  

紀の川市貴志川町岸宮１５６番１０地先 

８ 西２８６号線 
紀の川市貴志川町岸宮１５６番７地先  

紀の川市貴志川町岸宮１５６番５地先 

９ 東１３５号線 
紀の川市貴志川町岸小野２００番６地先  

紀の川市貴志川町岸小野２００番１４地先 

１０ 東１３６号線 
紀の川市貴志川町岸小野２００番１０地先  

紀の川市貴志川町岸小野２００番１２地先 

 

議案第１４６号 紀の川市道路線の認定について 

    既存道路を紀の川市道路線として認定するため。 

整理 

番号 
路 線 名 

起       点 重要な 

経過地 終       点 

１１ 猪垣宮ノ前線 

紀の川市猪垣１６４番８地先  

紀の川市藤井８９３番１地先 

１２ 西野山橘垣内線 
紀の川市西野山７７４番１地先  

紀の川市西野山７４９番１地先 

１３ 西野山原線 
紀の川市西野山６７番１地先  

紀の川市西野山６２番１地先 

１４ 中２２９号線 
紀の川市貴志川町神戸９７１番１地先  

紀の川市貴志川町神戸９６９番１地先 

 

議案第１４７号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

    紀の川市における総合的かつ計画的な行財政の運営を図るため、令和３年度を 

目標年度とする辺地に係る公共的施設の総合整備計画を策定するに当たり、県知 

事と協議し総務大臣に提出するため。 



136 号
137 号
138 号
139 号
140 号
141 号
142 号

143 号

一般会計補正予算（第３号）
◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

別添資料　１

国際交流事業（新規） （補正額 2,342 千円） 【担当：地域創生課】
本年６月にベトナム社会主義共和国の首脳が平池緑地公園で両国の蓮を観覧されたことを
きっかけに、より一層の友好関係を構築するため、訪問団の派遣費用を予算措置するも
の。

歳入歳出の補正予算額の調整のため、財源超過分について財政調整基金の積立ての増額を
予算措置するもの。

鞆渕地区の出張所、診療所及び消防施設を集約する施設を新築するため、土地の取得及び
造成にかかる測量・設計等の経費を予算措置するもの。

千円） 【担当：商工労働課】
債務負担行為として、新事業用地の候補地である曽山地区での事業効果を検討する基本調
査委託について、期間を令和２年度、限度額を4,200千円とするもの。

（補正額 12,920 千円） 【担当：公共施設マネジメント課】

（債務負担行為限度額 10,500 千円）

曽山地区基本調査委託

1,119,104

1,606
〔資本的収入〕

公共下水道事業特別会計（第２号）
農業集落排水事業特別会計（第３号）
水道事業会計（第２号）

1,119,140

〔収益的支出〕

議案第

令和元年度紀の川市各会計補正予算資料（令和元年第4回定例会）

一般会計（第３号）

国民健康保険事業勘定特別会計（第２号）

議案番号 会　　　　計　　　　名

25

補正前の額
31,196,962議案第

議案第
議案第

(単位：千円)
補正額 補正後の額

住宅新築資金等貸付事業特別会計（第２号）

介護保険事業勘定特別会計（第２号）

議案第
1,273,974

69,958

19,391
7,995,2047,850,770 144,434

19,366

8,322

31,217,202 △ 20,240

議案第
議案第

7,352,072

70,563605

7,353,169
1,282,296

1,097

◆ 補正内容について 

議案第
462,641 △ 24,411 438,230

1,366,257

36,263

1,364,651

〔資本的支出〕

○

36

鞆渕地区公共施設等再編事業

（債務負担行為限度額 4,200

基金積立事業

36,224 39

今回の補正予算は、鞆渕地区公共施設等再編や医療費増加に伴う調整、人事院勧告による職員給与の
調整のほか、事業執行上緊急を要する事業及び事業執行における過不足の調整を中心に予算編成を行
いました。主な事業の補正予算措置内容については、次のとおりです。

工業用水道事業会計（第２号）〔収益的支出〕

鞆渕地区公共施設等新築工事設計委託 （債務負担行為限度額 13,700 千円） 【担当：公共施設マネジメント課】

債務負担行為として、鞆渕地区の出張所、診療所及び消防施設を集約する施設の新築にか
かる設計委託について、期間を令和元年度から２年度、限度額を13,700千円とするもの。

（補正額 16,817 千円） 【担当：財務課】

観光交流拠点管理運営委託 【担当：観光振興課】
債務負担行為として、貴志駅前にある観光交流拠点の指定管理者制度による施設管理にか
かる経費について、期間を令和元年度から４年度、限度額を10,500千円とするもの。

図書館システムクラウドサービス利用 （債務負担行為限度額 17,900 千円） 【担当：生涯学習課】
債務負担行為として、新たな図書館システムを導入するにあたり、クラウド利用料につい
て、期間を令和２年度から６年度、限度額を17,900千円とするもの。

聖火リレー交通誘導警備委託 （債務負担行為限度額 1,800 千円） 【担当：生涯スポーツ課】

債務負担行為として、粉河学校給食センター及び河南学校給食センターにおける調理、配
送、衛生管理及び施設管理にかかる経費について、期間を令和元年度から６年度、限度額
を872,600千円とするもの。

債務負担行為として、東京２０２０オリンピック聖火リレー実施に伴う交通規制にかかる
警備委託について、期間を令和元年度から２年度、限度額を1,800千円とするもの。

学校給食委託 （債務負担行為限度額 872,600 千円） 【担当：教育総務課】



◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

ひとり親家庭医療費助成事業 （補正額 6,259

7,395

歳入においては、一般会計繰入金の調整。歳出では、人事院勧告に基づく人件費の調整を
予算措置するもの。

千円）

企業誘致促進事業（新規）

（補正額

（補正額

子どものための教育・保育給付事業 （補正額

子ども医療費の支給件数及び一人当たり医療費が予測より増えたことによる増額を予算措
置するもの。（県1/2補助事業）

市外の教育・保育施設に入所している児童の増加に伴い、広域入所委託にかかる増額を予
算措置するもの。（国1/2・県1/4負担事業、県1/4補助事業）

子ども医療費助成事業 （補正額 15,618 千円） 【担当：国保年金課】

千円） 【担当：国保年金課】

千円）

25 千円）

千円）

144,434

歳入においては、一般会計繰入金の調整。歳出では、人事院勧告に基づく人件費の調整、
前年度分消費税の申告確定による中間納付分の増額、繰越事業分の借入額確定に伴う長期
債元金・利子償還金の増額を予算措置するもの。

3,954 千円） 【担当：生活環境課】紀の海広域施設組合事業

千円）

千円）

農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）

介護保険事業勘定特別会計補正予算（第２号） 1,097

【担当：商工労働課】

教育・保育施設入所管理事業

○

収益的支出においては、人事院勧告に基づく人件費の調整及び料金改定対応にかかるシス
テム改修費の増額。資本的収入においては、災害対策として実施する水道管路耐震化にか
かる長期債借入金、国庫補助金及び一般会計出資金について、工事負担金への財源振替。
資本的支出においては、人事院勧告に基づく人件費の調整を予算措置するもの。

○ 住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第２号）

市内の私立教育・保育施設に入所している児童の増減による運営委託料及び給付費の調
整、また保育料無償化に伴う私立保育園にかかる補足給付費（副食費）、前年度国県支出
金の返還金を予算措置するもの。（国1/2・県1/4負担事業、県1/4補助事業）

紀の海クリーンセンターにおけるセトモノ類等の処理量増加に伴うごみ処理委託料の増額
及び経年劣化によるフォークリフトの購入経費にかかる負担金の増額を予算措置するも
の。

△ 78,857

（補正額 1,800

【担当：こども課】

（補正額

○

人事院勧告に基づく人件費の調整を予算措置するもの。
千円）収益的支出工業用水道事業会計補正予算（第２号）

（補正額
（補正額 資本的収入 △ 24,411

資本的支出

千円）

（補正額 千円）公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

新事業用地の候補地である曽山地区での事業効果を検討する基本調査委託にかかる経費を
予算措置するもの。

【担当：こども課】

（補正額 39

36

歳入においては、給付費増に伴う普通交付金の増額、事務費に伴う国庫補助金、一般会計
繰入金の調整。歳出では、一般被保険者にかかる療養給付費及び高額療養費の増額、オン
ライン資格確認や資格管理効率化にかかるシステム改修費等を予算措置するもの。

605

1,606

（補正額

○

（補正額

千円）○ 国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第２号）

○
歳入においては、一般会計繰入金の調整。歳出では、法適化に伴うシステム運用の変更に
かかる改修費の増額を予算措置するもの。

歳入においては、人件費と事務費による国・県補助金、一般会計繰入金及び基金繰入金の
調整。歳出では、人事院勧告に基づく人件費の調整、臨時職員雇用にかかる経費を予算措
置するもの。

8,322

（補正額 千円）

○ 水道事業会計補正予算（第２号） 収益的支出

千円）

（補正額

ひとり親家庭医療費の支給件数及び一人当たり医療費が予測より増えたことによる増額を
予算措置するもの。（県1/2補助事業）


